
伊勢志摩スカイライン
飯盛山展望ポイント
伊勢志摩スカイライン
飯盛山展望ポイント

今浦停留場今浦停留場

パールロード鳥羽展望台パールロード鳥羽展望台

中景中景

中景＝視点場から3,300ｍの範囲中景＝視点場から3,300ｍの範囲
近景＝視点場から750ｍの範囲近景＝視点場から750ｍの範囲

中景中景

中景中景

近景近景

パールロード面白展望台パールロード面白展望台

鳥羽湾眺望重点ゾーン鳥羽湾眺望重点ゾーン

眺望保全ゾーン眺望保全ゾーン

景観計画区域
行為の制限にあたっては、その地区の景
観特性に応じた景観形成基準・届け出を
要する行為の運用が効果的であるため、
景観計画区域を区分します。

Ｑ：�更地に家を新築したいと考えています。図２によると、高さや建築面積が同じでも、ゾーンによって届出基準が
異なっているとのことです。例えば、家を建てる土地が「海岸と島の景観ゾーン」と「パールロード沿道ゾーン」
の両方にまたがっている場合、どちらのゾーンと捉えたらいいのですか？

Ａ：�右記（例）のとおり、建物の配置にかかわらず「パールロード沿道ゾーン」が適用されるため、どちらの場合も
全て届け出が必要となります。

　くわしくは、市ホームページを確認いただくか、建
設課まちづくり整備室まで問い合わせてください。

建設課まちづくり整備室　  25 １１７５

鳥羽市景観計画鳥羽市景観計画についてについて
　市では、令和３年４月１日より、鳥羽市景観計画を発効しており、発効から１年が経過しました。今回は「令
和３年度にどのような届け出があったのか」や「どんな時に届け出が必要なのか」「この場合、届け出がいるのか」
について、みなさんにお伝えしたいと思います。

令和３年度における届け出の状況

どんな時に届け出が必要なの？

これって、届け出は必要なの？

・令和３年度景観計画に基づく届出件数は11件で、建物などの建築物が３件、工作物が８件でした。
・�届け出のうち、建築物は、住宅が２件、店舗が１件。工作物は、太陽光発電が４件、携帯電話基地局が３件、
屋外避難階段が１件でした（件数は、２月末日現在）。

・�鳥羽市景観計画では、市全体を景観計画区域
と定め、地区に応じた魅力ある景観形成に取り
組むため、景観計画区域内に７つのゾーンを設
定しています（図１）。
・�届け出が必要となるのは、例えば建築物や工作
物においては、原則、高さ10ｍを超えるもの
または建築面積500㎡を超えるものが基準と
なっています（建築物や工作物以外でも、届け
出が必要な場合があります）。なお、基準外で
あっても、原則、全ての行為において届け出が
必要となるゾーンがあります（図２）。 みなとまちの景観ゾーン

国道167号沿道ゾーン

みなとまち（沿道）ゾーン

パールロード沿道ゾーン

国道42号沿道ゾーン

山地の景観ゾーン

海岸と島の景観ゾーン

（図１）景観計画区域のゾーニング

面積で届け出が必要です

全て届け出が必要です

届け出は不要です 高さで届け出が必要です

（図２）景観届出基準

敷地 敷地
計画
建物

計画
建物 海岸と島の景観ゾーン

パールロード沿岸ゾーン

（例）

鳥羽市景観計画について鳥羽市景観計画について

広報とば  令和４年４月 1 日号 10


